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答申第１８６号（諮問第２４４号事案）  

 

答     申 

 

第１ 審査会の結論 

宮城県知事は，本件審査請求の対象となった部分開示決定について，理由付記

に不備があるので取り消すべきである。 

 

第２ 審査請求に至る経過 

１ 審査請求人は，令和２年１１月１２日付けで，情報公開条例（平成１１年宮城県

条例第１０号。以下「条例」という。）第５条第１項の規定により，宮城県知事（以

下「実施機関」という。）に対し，下記に掲げる行政文書について，開示の請求（以

下「本件開示請求」という。）を行った。 

 

ａ）○○保育園に関する文書一切。労使紛争に関する文書，定期，臨時の監査の内

容が分かる文書。補助金，委託料の申請及び交付決定の内容が分かる文書 

ｂ）○○保育園を運営する社会福祉法人に関する文書一切。定期及び臨時監査の結

果が分かる文書，運営体制の変更に関する文書，その他，法人から報告された内

容が分かる文書 

 

２ 社会福祉法人に関する業務を所管する実施機関は，本件開示請求のうちｂに対

応する行政文書（以下「本件行政文書」という。）として，別紙１のとおり３９件

の文書を特定した。 

その上で，実施機関は，一部について開示をしない理由を次のとおり付して部分

開示決定（以下「本件処分」という。）を行い，令和２年１２月２８日付けで審査

請求人に通知した。 

 

条例第８条第１項第２号該当（役員・評議員を除く職員等名，個人の生年月日，

年齢，住所及び印影等） 

氏名，住所等の個人に関する情報であって，特定の個人が識別され，若しくは識

別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが，公開することによ

り，なお個人の権利利益が害されるおそれがあるものが含まれるため，該当部分を

非開示とするもの。 

 

条例第８条第１項第３号該当（公表されていない内部情報に係る部分） 

法人に関する情報であって，公開することにより，当該法人の権利，競争上の地
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位その他正当な利益が損なわれると認められるものが一部含まれるため，該当部

分を非開示とするもの。 

 

条例第８条第１項第７号該当（県が実施した指導監査・指導等に係る部分） 

県の機関が行う検査，監査，取締り，訴訟，交渉，渉外，入札，試験，その他の

事務事業に関する情報であって，当該事務事業の性質上，公開することにより，当

該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり，又はこれ

らの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められるもの。 

 

３ 審査請求人は，令和３年１月６日付けで，本件処分を不服として，行政不服審査

法（平成２６年法律第６８号）第２条の規定により，実施機関に対し審査請求を行

った。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨  

１ 審査請求の趣旨 

審査請求の趣旨は，本件処分の取り消しを求めるものである。 

 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書及び反論書によると，おお

むね次のとおりである。 

（１）理由付記の不備について 

 実施機関が弁明書で示した非開示の理由は，条例第８条第１項第３号の条

文を単に引用した書きぶりで，開示されることによって当該法人の正当な利

益が損なわれるかを客観的・具体的に説明していない。同第７号の説明におい

ても同様に，条文を抜粋した程度の内容にとどまっている。 

 最高裁判所の平成４年（行ツ）第４８号判決は，「理由付記は，開示請求者

において，条例各号所定の非開示事由のどれに該当するのかをその根拠とと

もに了知し得るものでなければならず，単に非開示の根拠規定を示すだけで

は，当該公文書の種類，性質とあいまって開示請求者がそれらを当然知り得る

ような場合は別として十分でない」と判示している。実施機関の記載内容はそ

の水準を満たさず，理由付記の不備により当該処分自体が違法である。 

（２）非開示情報該当性の判断について 

 条例第８条第１項第３号は，単なる抽象的な可能性だけでは足りず，法的

な保護を必要とするほどの蓋然性があることが確認されることが必須で，そ

れにより正当な利益の侵害が生じる場合に該当すると言えるが，実施機関は

開示することで当該法人が受けると見込まれる影響について，社会通念上も



 

 3 

不当視されるべき客観的な不利益であると証明していない。 

 条例第８条第１項第７号について実施機関が説明する，事業者が監査等の

事務に協力をしない，事実を申告しない，回答を拒むといった行為は，社会

福祉法で罰則が規定されており，法的権限に基づかない任意調査であれば事

業者による非協力的行為も想定できるが，監査等の事務執行を妨げる行為は

処罰される可能性があり，事業者が意図的に事務事業の執行を妨げるような

事態が生じる可能性は低い。 

  （３）公益上の裁量的開示について 

 当該法人の○○による保育士への○○行為により多くの保育士が退職し，

保育園に通う園児たちの保育環境の悪化は免れない。保育園は保育士の配置

基準を満たさない状態が続き，子どもたちが安全安心に過ごせる環境にな

く，子どもが夜泣きをするなど精神面で不安定な状態に陥っている状況を訴

える保護者が相次いでいる。保護者からの苦情の解決に消極的な姿勢及び保

育士不足による保育体制に対する不安解消のための説明責任を果たさない対

応等を鑑みるに，当該法人の弁明内容は行政のみ承知しているだけではな

く，保護者を含めた県民にも共有されることで，社会福祉法人に期待される

不断の福祉サービスの質の向上への努力及び事業経営の透明性を確保するこ

とが実現し，それは県民の福祉増進に資することでもある。これらを踏まえ

て高度な公益上の必要性を認め，行政的判断による裁量的開示をすべきであ

る。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

実施機関が弁明書において述べている内容は，おおむね次のとおりである。 

１ 条例第８条第１項第２号該当性について 

 本件行政文書には，役員等名簿で公表されている役員・評議員を除く職員等

名，個人の生年月日，年齢，住所及び印影等が記載されており，これらは，個人

に関する情報であって，特定の個人が識別され，若しくは識別され得るもの又は

特定の個人を識別することはできないが，公開することにより，なお個人の権利

利益が害されるおそれがあるものが含まれるため，非開示とした。 

 

２ 条例第８条第１項第３号該当性について 

 本件行政文書には，法人の内部規程，経営方針・経理・人事等の事業活動を行

う上での内部管理に属する情報などが記載されており，これらは，法人に関する

情報であって，公開することにより，当該法人の権利，競争上の地位その他正当

な利益が損なわれると認められるものが含まれるため，該当部分を非開示とし

た。 
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３ 条例第８条第１項第７号該当性について 

 本件行政文書には，本件開示請求に係る社会福祉法人に関する指導，相談及び情

報収集に関する情報が記載されており，これらは県の機関が行う監査，その他の事

務事業に関する情報であって，これらを公開することで，事業者が自らに不利益な

情報が公開されることを憂慮し，事実をありのままに報告しない，回答を控えるな

ど，将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなる，又はこれらの事務事業の公

正若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められるものが含まれるため，該当部

分を非開示とした。 

 

第５ 審査会の判断理由 

１ 条例の基本的な考え方について 

条例は，「地方自治の本旨にのっとり，県民の知る権利を尊重し，行政文書の開

示を請求する権利」を明らかにすることにより，「県政運営の透明性の一層の向上

を図り，もって県の有するその諸活動を説明する責務が全うされるようにすると

ともに，県民による県政の監視と参加の充実を推進し，及び県政に対する県民の理

解と信頼を確保し，公正で開かれた県政の発展に寄与することを目的」として制定

されたものであり，原則公開の理念の下に解釈され，及び運用されなければならな

い。 

当審査会は，この原則公開の理念に立って，条例を解釈し，以下のとおり判断す

るものである。 

 

 ２ 本件行政文書について 

審議の対象となる本件行政文書については，第２の２のとおりである。当審査会

では，実施機関から本件行政文書の提供を受け，これをインカメラ審理によって実

際に見分し，本件処分の妥当性について検討する。 

  

 ３ 本件処分の妥当性について 

（１）理由付記について 

 行政手続条例（平成７年宮城県条例第３０号）第８条は，「申請により求め

られた許認可等を拒否する処分をする場合は，申請者に対し，同時に，当該処

分の理由を示さなければならない」と規定しており，条例第６条第３項は，実

施機関が行政文書の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは，

その理由を決定通知書に具体的に記載しなければならない旨を規定している。 

 理由付記制度は，非開示事由の有無について実施機関の判断の慎重と公正

妥当を担保してその恣意を抑制するとともに，非開示の理由を開示請求者に
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知らせることによって，その不服申立てに便宜を与える趣旨から設けられて

いるものであると解される。このような趣旨に鑑みれば，決定通知書に付記す

べき理由としては，開示請求者において，条例第８条第１項各号所定の非開示

情報のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければな

らず，単に非開示の根拠規定を示すだけでは，当該行政文書の種類，性質等と

あいまって開示請求者がそれらを当然知り得るような場合は別として，条例

第６条第３項の要求する理由付記としては十分ではない（最高裁判所平成４

年（行ツ）第４８号，同年１２月１０日第一小法廷判決参照）。 

（２）理由付記の妥当性について 

 本件処分において，実施機関は決定通知書に第２の２のとおり理由を記載

し，別紙「対象行政文書一覧」に対象行政文書ごとに条例第８条第１項のどの

号に該当するのかを記載している。この理由の記載は，同項各号の条文の一部

の引用にとどまり，同項第３号及び第７号については，どのような情報が記載

され，公開することによりどのような支障を及ぼすのかが明らかであるとは

言えない。 

 情報公開制度においては，非開示とした情報の具体的な内容を明らかにし

てしまうような理由付記ができないという特殊性があることや，非開示情報

が大量に存在する場合，それらの情報をその性質に従って類型化し，それぞれ

の類型ごとに総括的に非開示理由と根拠条号を示すことで足りると解される

ことを踏まえ，本件処分においては，第４で述べている程度の具体性のある理

由付記をすべきである。 

 

４ 結論 

 以上のとおり，本件処分について，当審査会は，理由付記に不備があるので取り

消すべきであると判断した。 

 

第６ 付言 

 本件処分は，上記のとおり理由付記に不備があり取り消すべきであるが，実施機

関が処分理由を補充した上で同一の部分を非開示とする新たな処分を行うと，審

査請求人は改めて審査請求を行うこととなり，いたずらに審査請求人に手間と時

間的負担をかける結果となるため，紛争の簡易迅速な解決という行政不服審査制

度の趣旨を踏まえ，実施機関が非開示とした部分について検討する。 

１ 非開示情報該当性について 

  （１）条例第８条第１項第２号の該当性について 

イ 条例第８条第１項第２号の規定について 

条例第８条第１項第２号本文は，「個人に関する情報（事業を営む個人の
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当該事業に関する情報を除く。）であって，特定の個人が識別され，若しく

は識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが，公開す

ることにより，なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの」を非開示

事由として規定しているが，同号ただし書により，次に掲げる情報が記録さ

れている行政文書については，同号本文に該当する場合であっても，行政文

書の開示をしなければならない。 

（イ）法令の規定により又は慣行として公開され，又は公開することが予定

されている情報 

（ロ）当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号)第

２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成１１年法

律第１０３号）第２条第４項に規定する行政執行法人の役員及び職員

を除く。），独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関

する法律（平成１３年法律第１４０号）第２条第１項に規定する独立行

政法人等をいう。）の役員及び職員，地方公務員法(昭和２５年法律第２

６１号)第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人及び公

社の役員及び職員をいう。）である場合において，当該情報がその職務

の遂行に係る情報であるときは，当該情報のうち，当該公務員等の職，

氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分 

ロ 条例第８条第１項第２号の該当性について 

本件行政文書には，個人の氏名，住所，生年月日，年齢，電話番号，メー

ルアドレス，自筆の氏名，印影，職歴等が記録されている。これらは，個人

に関する情報であって，特定の個人が識別され，若しくは識別され得るもの

であることから条例第８条第１項第２号に該当するとして非開示とした実

施機関の判断は妥当である。 

ただし，法人の理事の保育園における園長等の役職及び法人の理事又は

評議員の氏名又は役職については，法令の規定により又は慣行として公開

され，又は公開することが予定されている情報であると認められることか

ら，条例第８条第１項第２号ただし書イに該当し，開示すべきである。 

また，保育園の電話番号，理事履歴書の項目等，個人の所属，法人の理事

又は評議員の職業等のうち記載例及び職員一覧の整理番号並びに職名欄に

ついては，個人に関する情報とは認められないことから，条例第８条第１項

第２号には該当せず，開示すべきである。 

なお，法人の理事の保育園における園長等の役職及び職員一覧の整理番

号並びに職名欄については，実施機関は同項第３号にも該当すると判断し

ているため，以下（２）で検討する。 
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（２）条例第８条第１項第３号の該当性について 

  イ 条例第８条第１項第３号の規定について 

条例第８条第１項第３号本文は，「法人その他の団体（国，独立行政法人

等，地方公共団体，地方独立行政法人及び公社を除く。以下「法人等」とい

う。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって，

公開することにより，当該法人等又は当該個人の権利，競争上の地位その他

正当な利益が損なわれると認められるもの」を非開示事由として規定して

いる。 

ロ 条例第８条第１項第３号の該当性について 

本件行政文書には，法人の代表者印の印影，運営基準や保護者への対応等，

法人の運営及び人事等に関する情報が記録されている。これらは，一般には

公にされていない当該法人の内部管理に属する情報であり，公開すること

により，当該法人の事業活動が損なわれると認められる。よって，条例第８

条第１項第３号に該当するとして非開示とした実施機関の判断は妥当であ

る。 

ただし，法人の理事の保育園における園長等の役職，職員一覧の整理番号

並びに職名欄，理事会議事録のうち一般的な報告事項，職員数のうち園長及

び嘱託医の数，土地及び建物の情報，職員定数，財産目録の一部，資金収支

予算書の一部及び照会内容の一部については，公知の情報，本件行政文書中

で既に開示されている情報又は一般的・抽象的な内容であり，これを公開し

ても，当該法人の権利，競争上の地位その他正当な利益が損なわれるとは認

められないことから，条例第８条第１項第３号には該当せず，開示すべきで

ある。 

また，住民からの情報提供の内容については，保育園で生じている問題が

記載されているが，これらは報道等により公になっている情報であり，公開

しても，当該法人の権利，競争上の地位その他正当な利益が損なわれるとは

認められないことから，条例第８条第１項第３号には該当せず，開示すべき

である。しかし，別紙２の本件行政文書２４の２ページの公開すべき部分か

ら除いた箇所については，特定の個人が識別され，若しくは識別され得るも

のと認められることから，条例第８条第１項第２号に該当し，非開示とすべ

きである。 

なお，照会内容の一部については，実施機関は同項第７号にも該当すると

判断しているため，以下（３）で検討する。 

 

（３）条例第８条第１項第７号の該当性について 

    イ 条例第８条第１項第７号の規定について 
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      条例第８条第１項第７号は，「県の機関，県が設立した地方独立行政法人， 

公社又は国等の機関が行う検査，監査，取締り，争訟，交渉，渉外，入札， 

試験その他の事務事業に関する情報であって，当該事務事業の性質上，公開

することにより，当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達

成できなくなり，又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障

が生ずると認められるもの」を非開示事由として規定している。 

ロ 条例第８条第１項第７号の該当性について 

        本件行政文書には，県が行った指導の内容，対応方針等が記録されてい

る。これらは，県が行う社会福祉法人に関する指導，相談及び情報収集に関

する情報であり，公開することにより，指導を受ける法人及び県に情報提供

を行う関係者が自らに不利益な情報が公開されることを憂慮し，事実をあ

りのままに報告しなくなるなど，当該事務事業若しくは将来の同種の事務

事業の目的が達成できなくなり，又は事務事業の公正若しくは円滑な執行

に支障が生ずると認められることから，条例第８条第１項第７号に該当す

るとして非開示とした実施機関の判断は妥当である。 

ただし，照会内容の一部，担当者のメモ，対応内容及び対応方針について

は，一般的・抽象的な内容であり，これを開示しても，事務事業の公正若し

くは円滑な執行に支障が生ずるとは認められないことから，条例第８条第

１項第７号に該当せず，開示すべきである。 

 

２ 公益上の裁量的開示について 

 審査請求人は，本件行政文書に記録されている情報について，保育士の配置基準

を満たさず安心安全でない保育環境の改善，保護者を始めとする県民への説明責

任及び社会福祉法人の運営の適正化の観点から，条例第１０条を適用して開示す

べきと主張しているため，以下検討する。 

条例第１０条は，「実施機関は，開示請求に係る行政文書に非開示情報が記録さ

れている場合であっても」，現に発生している，又は将来発生する可能性が高い危

害等から人の生命，身体，健康，生活又は財産を保護する必要性がある場合等で，

当該情報を開示することについて，「公益上特に必要があると認めるときは，開示

請求者に対し，当該行政文書を開示することができる」と規定しており，条例第８

条により非開示とされる情報であっても，開示することの利益が非開示とされる

ことによる利益に優越すると認められる場合があり得ることから，実施機関の高

度な行政的判断により裁量的開示を行うことができることを定めたものである。 

 また，この場合の「公益上特に必要があると認めるとき」とは，非開示情報の規

定によって保護される利益と公益上の必要性とを個別，具体に比較衡量して判断

することになる。 
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これを本件について見ると，例えば当該法人が運営する保育園において，保育士

不足が園児の怪我や事故を誘発するという点では危害等が将来発生する可能性は

否定できない。しかし，当審査会で本件行政文書に記録された情報を見分したとこ

ろ，非開示情報を開示することが，人の生命等の保護に資する特段の事情があると

は認められない。 

したがって，危害等から人の生命等を保護するために，本来非開示と判断される

情報をあえて開示する公益上の特段の必要性があるとは言えず，実施機関が条例

第１０条の公益上の理由による裁量的開示を行わなかった判断が妥当性を欠くも

のであるとまでは認められない。 

 

以上のとおり，本件処分のうち，実施機関が非開示と判断した情報について，当

審査会は，別紙２に掲げる部分は，開示すべきであると判断した。 

 

第７ 審査の経過 

当審査会の処理経過は，別紙３のとおりである。  
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別紙１ 

番号 本件行政文書 

１ 復命書（Ｈ28.11.８） 

２ 平成 28年度社会福祉施設等指導監査管理台帳 

３ 令和元年度社会福祉施設等指導監査について（通知）（Ｒ１.６.20） 

４ 復命書（Ｒ１.９.12） 

５ 令和元年度社会福祉施設等指導監査の結果について（通知）（Ｒ２.12.23） 

６ 令和元年度社会福祉施設等指導監査結果に関わる改善状況について（報告） 

７ 令和元年度社会福祉施設等指導監査管理台帳 

８ 
社会福祉法人定款変更認可申請書について（社会福祉法人○○） 

（Ｈ29.２.８） 

９ 
社会福祉法人定款変更認可申請書について（社会福祉法人○○） 

（Ｒ２.４.13） 

10 平成 29年度現況報告書（公表されている書類を除く。） 

11 平成 30年度現況報告書（公表されている書類を除く。） 

12 令和元年度現況報告書（公表されている書類を除く。） 

13 令和２年度現況報告書（公表されている書類を除く。） 

14 対応処理箋（Ｈ30.４.11） 

15 対応処理箋（Ｈ30.４.12） 

16 電話処理箋（Ｒ２.10.29） 

17 電話処理箋（Ｒ２.11.５） 

18 
宮城県社会福祉施設等一覧（令和元年７月１日現在）についての確認に対す

る回答（Ｒ１.８.６） 

19 

社会福祉法等の一部を改正する法律（平成 28年法律第 21号）附則第 10条

に規定する経過措置が適用されていた小規模法人における評議員の就任状

況の確認についてに対する回答（Ｒ２.12.18） 

20 社会福祉充実計画に係る調査に対する回答（Ｒ２.２.20） 

21 

社会福祉法等の一部を改正する法律（平成 28年法律第 21号）附則第 10条

に規定する経過措置が適用されていた小規模法人における評議員の確保に

向けたアンケート調査について（Ｒ２.４.20） 

22 
宮城県社会福祉施設等一覧（令和２年７月１日現在）についての確認に対す

る回答（Ｒ２.８.11） 

23 電話処理箋（Ｒ１.10.18） 

24 対応処理箋（Ｒ２.２.20） 

25 対応処理箋（Ｒ２.３.３） 
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26 対応処理箋（Ｒ２.３.５） 

27 対応処理箋（Ｒ２.３.６） 

28 供覧資料（Ｒ２.３.13） 

29 電話連絡箋（Ｒ２.３.16） 

30 決裁文書（Ｒ２.３.27） 

31 対応処理箋（Ｒ２.４.13） 

32 発出メール（Ｒ２.４.22） 

33 電話処理箋（Ｒ２.４.22） 

34 収受メール（Ｒ２.４.27） 

35 対応処理箋（Ｒ２.５.14） 

36 発出メール（Ｒ２.５.27） 

37 発出メール（Ｒ２.６.４） 

38 収受メール（Ｒ２.６.８） 

39 対応処理箋（Ｒ２.６.10） 
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別紙２ 

内容・原処分 

の非開示理由 

本件行

政文書 
ページ 開示すべき部分 

理事の保育園に

おける園長等の

役職 

（２号） 

１ 

２ 

表中 

上から７番目の欄中 

左から３番目及び４番目の項目 

41 

表中 

左から５番目の欄中 

  上から２番目の項目の５行目 

57 

表中 

左から５番目の欄中 

  上から３番目の項目 

72 ５行目７文字目から９文字目まで 

81 

上から２番目の表中 

左から２番目の欄中 

上から３番目の項目 

148 上から３行目５文字目から終わりまで 

４ 

86 

表中 

（１－６）の欄中 

上から２番目の項目の４文字目から終わりま

で 

163 

項目３の表中 

（３－６）の欄中 

上から１番目の項目の１文字目から７文字目

まで 

10 27 

上から２番目の表中 

左から２番目の欄中 

上から３番目の項目 

11 30 

上から３番目の表中 

左から２番目の欄中 

上から３番目の項目 

13 24 

表中 

左から５番目の欄中 

  上から２番目の項目の２行目 

24 ４ 

項目３の表中 

（３－６）の欄中 

上から１番目の項目の１文字目から７文字目

まで 

25 ５ 
22行目５文字目から終わりまで 

32行目５文字目から終わりまで 
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内容・原処分 

の非開示理由 

本件行

政文書 
ページ 開示すべき部分 

理事又は評議員

の氏名又は役職

（２号） 

４ 125 ５行目７文字目から 15文字目まで 

８ 25 11行目１文字目から３文字目まで 

保育園の電話番

号（２号） 

１ 57 

表中 

左から４番目の欄中 

上から２番目の項目の２行目の５文字目から

終わりまで 

４ 89 

表中 

左から４番目の欄中 

上から２番目の項目の３行目の５文字目から

終わりまで 

13 24 

表中 

 左から４番目の欄中 

上から２番目の項目の３行目５文字目から終

わりまで 

理事履歴書の項

目等（２号） 
１ 89，90 

１行目から３行目まで 

表中，項目名の全て 

個人の所属（２

号） 

４ 
168 

表中 

左から４番目の欄中 

上から４番目の項目の３行目１文字目から５

文字目まで 

169 上から２行目の 14文字目から 18文字目まで 

12 
17 

表中 

左から４番目の欄中 

上から４番目の項目の３行目１文字目から５

文字目まで 

18 ２行目 14文字目から 18文字目まで 

職業等のうち記

載例（２号） 
19 １ 

表中 

「例」欄の全て 

理事の保育園に

おける役職 

（２号・３号） 

１ 71 
14行目 34文字目から 36文字目，40文字目から 15

行目３文字目まで 

職業等のうち記

載例，理事の保

育園における役

職（２・３号） 

24 ３ 

表中 

「例」欄の全て 

（１－６）の欄中 

上から２番目の項目の４文字目から終わりま

で 

職員一覧の整理

番号並びに職名

欄（２号・３号） 

26 24，25 

「No」「職名」欄の全て 

24ページの「氏名」欄中 

 上から２番目の項目 
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内容・原処分 

の非開示理由 

本件行

政文書 
ページ 開示すべき部分 

理事会議事録の

うち一般的な報

告事項（３号） 

１ 75 21行目 35文字目から 24行目の終わりまで 

４ 

104 25行目 31文字目から 26行目４文字目まで 

109 
６行目 20文字目から 35文字目まで 

12行目 27文字目から 13行目 32文字目まで 

112 ６行目９文字目から 17文字目まで 

115 ３行目 11文字目から 19文字目まで 

９ 10 ６行目 11文字目から 19文字目まで 

職員数のうち園

長及び嘱託医の

数（３号） 

１ 

79 

表中 

左から２番目の欄中 

 上から２番目の項目 

  上から 12番目の項目 

81 

上から１番目の表中 

左から３番目の欄中 

上から２番目の項目 

上から９番目の項目 

左から４番目の欄中 

上から２番目の項目 

上から９番目の項目 

４ 129 

上から１番目の表中 

左から３番目の欄中 

上から２番目の項目 

上から 10番目の項目 

左から４番目の欄中 

上から２番目の項目 

上から 10番目の項目 

10 

16 

表中 

左から２番目の欄中 

上から２番目の項目 

上から 13番目の項目 

27 

上から１番目の表中 

左から３番目の欄中 

上から２番目の項目 

上から 11番目の項目 

左から４番目の欄中 

上から２番目の項目 

上から 11番目の項目 

11 19 

表中 

左から２番目の欄中 

 上から２番目の項目 

上から 13番目の項目 
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内容・原処分 

の非開示理由 

本件行

政文書 
ページ 開示すべき部分 

職員数のうち園

長及び嘱託医の

数（３号） 

11 30 

上から１番目の表中 

左から３番目の欄中 

上から２番目の項目 

上から 10番目の項目 

左から４番目の欄中 

上から２番目の項目 

上から 10番目の項目 

12 22 

上から１番目の表中 

左から３番目の欄中 

上から２番目の項目 

上から 10番目の項目 

左から４番目の欄中 

上から２番目の項目 

上から 10番目の項目 

13 20 

上から１番目の表中 

左から３番目の欄中 

上から２番目の項目 

上から９番目の項目 

左から４番目の欄中 

上から２番目の項目 

上から９番目の項目 

26 
22 

上から１番目の表中 

左から２番目の欄中 

上から３番目左側の項目 

 左から３番目の欄中 

上から３番目左側の項目 

28 ９行目２文字目 

土地及び建物の

情報（３号） 

４ 164 項目 11の全て 

24 ５ 
項目 11の表中 

１番目の拠点区分の「ア」欄の全て 

職員定数（３号） 

４ 128 ５行目 13文字目及び 14文字目 

10 26 ５行目 13文字目及び 14文字目 

11 29 ６行目 13文字目及び 14文字目 

26 22 
上から２番目の表中 

③を除く全て 

財産目録の一部

（３号） 
１ 152 

表中 

 左から１番目の欄中，上から２番目の項目の 

13行目３文字目から終わりまで 

14行目３文字目から終わりまで 

15行目 
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内容・原処分 

の非開示理由 

本件行

政文書 
ページ 開示すべき部分 

財産目録の一部

（３号） 

４ 

299 

表中 

Ⅰ－１の「使用目的等」欄の全て 

Ⅰ－２（１）中，次の箇所を除く全て 

「場所・物量等」欄中上から３番目の項目 

Ⅰ－２（２）の「使用目的等」「取得価額」「減価

償却累計額」欄の全て 

374 

表中 

Ⅰ－１の「使用目的等」欄中上から１番目の項目 

Ⅰ－２（１）中，次の箇所を除く全て 

「場所・物量等」欄中上から３番目の項目 

Ⅰ－２（２）の「使用目的等」「取得価額」「減価

償却累計額」欄の全て 

合計欄の全て 

10 ２ 

表中 

Ⅰ－１の「使用目的等」欄中上から１番目の項目 

Ⅰ－２（１）中，次の箇所を除く全て 

「場所・物量等」欄中上から３番目の項目 

Ⅰ－２（２）の「使用目的等」「取得価額」「減価

償却累計額」欄の全て 

合計欄の全て 

11 ２ 

表中 

Ⅰ－１の「使用目的等」欄中上から１番目の項目 

Ⅰ－２（１）中，次の箇所を除く全て 

「場所・物量等」欄中上から３番目の項目 

Ⅰ－２（２）の「使用目的等」「取得価額」「減価

償却累計額」欄の全て 

合計欄の全て 

12 ２ 

表中 

Ⅰ－１の「使用目的等」欄中上から１番目の項目 

Ⅰ－２（１）中，次の箇所を除く全て 

「場所・物量等」欄中上から３番目の項目 

Ⅰ－２（２）の「使用目的等」「取得価額」「減価

償却累計額」欄の全て 

合計欄の全て 

13 ２ 

表中 

Ⅰ－１の「使用目的等」欄中上から１番目の項目 

Ⅰ－２（１）中，次の箇所を除く全て 

「場所・物量等」欄中上から３番目の項目 

Ⅰ－２（２）の「使用目的等」「取得価額」「減価

償却累計額」欄の全て 
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内容・原処分 

の非開示理由 

本件行

政文書 
ページ 開示すべき部分 

資金収支予算書

の一部（３号） 

４ 

320 

～ 

322 

１行目から３行目まで 

表中 

項目名の全て 

「科目」「前年予算額」欄の全て 

「摘要」欄中，次の箇所を除く全て 

321ページの上から９番目の項目 

322ページの上から 17番目の項目 

10 
30 

～32 

１行目から３行目まで 

表中 

項目名の全て 

「科目」「前年予算額」欄の全て 

「摘要」欄中，次の箇所を除く全て 

31ページの上から 23番目の項目 

31ページの上から 42番目の項目 

31ページの上から 46番目の項目 

32ページの上から３番目の項目 

32ページの上から 17番目の項目 

11 

33 

～ 

35 

１行目から３行目まで 

表中 

項目名の全て 

「科目」「前年予算額」欄の全て 

「摘要」欄中，次の箇所を除く全て 

33ページの上から 13番目の項目 

34ページの上から 10番目の項目 

34ページの上から 11番目の項目 

34ページの上から 21番目の項目 

34ページの上から 46番目の項目 

35ページの上から 11番目の項目 

35ページの上から 18番目の項目 

照会内容の一部

（３号） 

14 

３ 19行目から 20行目まで 

５ ５行目 

７ 26行目から 27行目まで 

15 ４ 21行目から 22行目まで 

18 １ ２行目５文字目から 17文字目まで 

32 １ １行目２文字目から９文字目まで 

34 １ 

14行目 

20行目 

22行目 
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内容・原処分 

の非開示理由 

本件行

政文書 
ページ 開示すべき部分 

住民からの情報

提供の内容（３

号） 

17 １ 

「相手方」「件名」欄の全て 

「内容」欄中 

 ２行目１文字目から 12行目 20文字目まで 

 19行目 

24 

１ 
３行目１文字目から 15文字目まで 

４行目 20文字目から終わりまで 

２ 

次の箇所を除く全て 

３行目４文字目から 12文字目まで 

14行目 37文字目から 15行目３文字目まで 

16行目 12文字目から 15文字目まで 

17行目９文字目から 35文字目まで 

22行目 22文字目から 26文字目まで 

23行目８文字目から 10文字目まで 

24行目９文字目から 10文字目まで 

照会内容の一部

（３・７号） 

14 １ 15行目１文字目から 17文字目まで 

33 

１ 

「内容」欄中 

左から２番目の項目の 21 行目１文字目から 32

文字目まで 

２ 
「内容」欄中 

左から２番目の項目の 23行目から 25行目まで 

担当者のメモ

（７号） 
１ 73 余白の記載全て 

対応内容（７号） 17 １ 
「内容」欄中 

 15行目 30文字目から 17行目の終わりまで 

対応方針（７号） 24 １ ８行目から 10行目まで 

１ 本件行政文書欄に掲げる番号は，第２の２に掲げる番号と同一のものである。 

２ ページ数とは，第２の２に掲げる本件行政文書ごとに１枚目から順次ページを振

ったものである。 

３ ○行目とは，文字が記載されている行を一番上から１行目として，順次数え上げた

ものである。なお，表は除いている。 

４ ○文字目とは，１行中に記載された文字を左詰めにした場合，一番左の文字を１文

字目として順次数え上げたものである。なお，句読点，文頭の記号等及び括弧はそれ

ぞれ１文字とみなし，空白は除いている。 
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別紙３ 

審 査 会 の 処 理 経 過 

 

年  月  日 処 理 内 容 

令和３． １．２６ 〇 諮問を受けた。（諮問第２４４号） 

令和３．１２．２４ 
（第４２１回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

令和４． １．２７ 
（第４２２回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

令和４． ２．２４ 
（第４２３回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

令和４． ３．２４ 
（第４２４回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

令和４． ４．２６ 
（第４２５回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

令和４． ５．２６ 
（第４２６回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

令和４． ６．２３ 
（第４２７回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

令和４． ７．２６ 
（第４２８回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

令和４． ８．２４ 
（第４２９回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

令和４． ９．２７ 
（第４３０回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

令和４．１０．１９ 
（第４３１回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

令和４．１１．３０ 
（第４３２回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

令和４．１２．２０ 
（第４３３回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 
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（参考） 

宮城県情報公開審査会委員名簿（五十音順） 

 

   （令和４年９月３０日まで） 

氏   名 区   分 備   考 

青 木 ユ カ リ 

特定非営利活動法人 

せんだい・みやぎＮＰＯセンター 

常務理事兼事務局長 

 

板  明 果 
東北学院大学経済学部経済学科准

教授 
会長職務代理者 

滝 澤 紗 矢 子 
東京大学大学院法学政治学研究科

教授 
 

千 葉 達 朗 弁護士  

松 尾  大 弁護士 会長 

 

 

（令和５年２月１７日現在） 

氏   名 区   分 備   考 

飯 島 淳 子 東北大学大学院法学研究科教授  

板  明 果 
東北学院大学経済学部経済学科准

教授 
会長職務代理者 

三 瓶  淳 弁護士  

高 橋 由 佳 
一般社団法人イシノマキ・ファー

ム代表理事 
 

千 葉 達 朗 弁護士 会長 

 


